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【手続補正書】
【提出日】平成20年7月31日(2008.7.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
１）ダイマー酸のジエステルから選択される１種乃至は２種以上１０～５０質量％と、２
）ポリオキシエチレン脂肪酸グリセリルから選択される１種乃至は２種以上とを含有する
ことを特徴とする、クレンジング化粧料。
【請求項２】
前記ダイマー酸のジエステルとして、ダイマージリノール酸ダイマージリノレイルを含有
することを特徴とする、請求項１に記載のクレンジング化粧料。
【請求項３】
前記ポリオキシエチレン脂肪酸グリセリルとして、トリイソステアリン酸ポリオキシエチ
レングリセリル及び／又はヤシ油脂肪酸ポリオキシエチレングリセリルを含有することを
特徴とする、請求項１又は２に記載のクレンジング化粧料。
【請求項４】
更に、アシル化アミノ酸エステルを含有することを特徴とする、請求項１～３何れか１項
に記載のクレンジング化粧料。
【請求項５】
前記アシル化アミノ酸エステルが、Ｎ－アシルサルコシンアルキルエステル及び／又はＮ
－アシルメチルアミノプロピオン酸アルキルエステルであることを特徴とする、請求項１
～４何れか１項に記載のクレンジング化粧料。
【請求項６】
角栓除去用であることを特徴とする、請求項１～５何れか１項に記載のクレンジング化粧
料。
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【請求項７】
ウォッシュオフタイプであることを特徴とする、請求項１～６何れか１項に記載のクレン
ジング化粧料。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本発明はクレンジング化粧料に関し、更に詳細には、角栓除去用として好適なクレンジ
ング化粧料に関する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００２】
　角栓が毛穴の肥大、ダニなどの生物の温床となり、これが炎症などの原因になる等種々
の肌トラブルと肌の美観を損なうことの原因となっていることは広く知られていることで
あり、肌を健やかに保つためには角栓の除去が欠かせないことは業界の常識となっている
。この様な状況を反映して、種々の角栓除去用の化粧料が開発され、販売されている。こ
の様な化粧料としては、例えば、支持体上に粘着剤を塗工して、これを小鼻などの角栓の
存する部位に貼付し、粘着剤を固化させ、しかる後に剥離し、角栓を除去するもの（例え
ば、特許文献１を参照）、油性成分の溶剤効果により、角栓を皮膚に固着させている脂肪
酸を溶解せしめ、物理的揉み出しによって角栓を除去するもの（例えば、特許文献２を参
照）、アルカリにより脂肪酸を可溶化し、角栓の構造をゆるめ物理的な擦過により除去す
る化粧料（例えば、特許文献３を参照）などが存する。しかしながら、これらの方法では
何れも、化粧料に由来する刺激が強すぎたり、擦過や剥離などにより皮膚を損傷が起こり
やすい等の欠点が存した。これらの方法の中で、溶剤効果を利用するものについて、クレ
ンジング化粧料として、その溶剤効果を有する成分として、アシル化アミノ酸エステルを
選択して採用することにより、角栓も除去できるクレンジング効果を実現し、角栓除去効
果の向上とともに刺激を軽減する技術も開発され、著効も得た（例えば、特許文献４を参
照）が、この方法に於いては、角栓除去率が一つの課題として残っていた。これはアシル
化アミノ酸のエステルと角栓のコンプレックスと毛穴、及び皮膚との親和性が高いためで
あると思われる。ダイマー酸のエステルについては、保湿性に優れる、粘ちょうな油脂で
あり、保湿などの目的で化粧料に使用されているが、角栓除去への効果は全く知られてい
ない（例えば、特許文献５、特許文献６、特許文献７を参照）。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００３】
　一方、ポリオキシエチレン脂肪酸グリセリルには、クレンジング向上作用が存すること
が知られている（例えば、特許文献８を参照）が、このものがダイマー酸のジエステルと
油脂汚れの複合体を、水性担体の存在下、皮膚より除去する作用に優れることは全く知ら
れていなかった。更に、１）ダイマー酸のジエステルから選択される１種乃至は２種以上
と、２）ポリオキシエチレン脂肪酸グリセリルから選択される１種乃至は２種以上とを含
有するクレンジング化粧料も全く知られていない。
【手続補正５】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　本発明は、この様な状況下為されたものであり、角栓を除去しうるクレンジング力を有
し、且つ、クレンジング後、水洗などで容易に化粧料と油脂汚れのコンプレックスを除去
できるクレンジング化粧料を提供する。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　この様な状況に鑑みて、本発明者らは、角栓を除去しうるクレンジング力を有し、且つ
、クレンジング後、水洗などで容易に化粧料と油脂汚れのコンプレックスを除去できるク
レンジング化粧料を求めて、鋭意研究努力を重ねた結果、１）ダイマー酸のジエステルか
ら選択される１種乃至は２種以上と、２）ポリオキシエチレン脂肪酸グリセリルから選択
される１種乃至は２種以上とを含有するクレンジング化粧料が、この様な特性に優れるこ
とを見出し、発明を完成させるに至った。即ち、本発明は、以下に示すとおりである。
（１）１）ダイマー酸のジエステルから選択される１種乃至は２種以上１０～５０質量％
と、２）ポリオキシエチレン脂肪酸グリセリルから選択される１種乃至は２種以上とを含
有することを特徴とする、クレンジング化粧料。
（２）前記ダイマー酸のジエステルとして、ダイマージリノール酸ダイマージリノレイル
を含有することを特徴とする、（１）に記載のクレンジング化粧料。
（３）前記ポリオキシエチレン脂肪酸グリセリルとして、トリイソステアリン酸ポリオキ
シエチレングリセリル及び／又はヤシ油脂肪酸ポリオキシエチレングリセリルを含有する
ことを特徴とする、（１）又は（２）に記載のクレンジング化粧料。
（４）更に、アシル化アミノ酸エステルを含有することを特徴とする、（１）～（３）何
れか１つに記載のクレンジング化粧料。
（５）前記アシル化アミノ酸エステルが、Ｎ－アシルサルコシンアルキルエステル及び／
又はＮ－アシルメチルアミノプロピオン酸アルキルエステルであることを特徴とする、（
１）～（４）何れか１つに記載のクレンジング化粧料。
（６）角栓除去用であることを特徴とする、（１）～（５）何れか１つに記載のクレンジ
ング化粧料。
（７）ウォッシュオフタイプであることを特徴とする、（１）～（６）何れか１つに記載
のクレンジング化粧料。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　本発明によれば、角栓を除去しうるクレンジング力を有し、且つ、クレンジング後、水
洗などで容易に化粧料と油脂汚れのコンプレックスを除去できるクレンジング化粧料を提
供することが出来る。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【０００８】
　（１）本発明のクレンジング化粧料の必須成分であるダイマー酸のジエステル
　本発明のクレンジング化粧料は、ダイマー酸のジエステルを必須成分として含有するこ
とを特徴とする。本発明に言う、ダイマー酸のジエステルとは、２分子の不飽和脂肪酸の
重合によって得られる２塩基酸のジエステルで、例えばダイマージリノール酸、ダイマー
ジリノレイン酸、ダイマージオレイン酸などのジエステル、或いはこれらの水素添加物な
どが例示できる。かかるダイマー酸のジエステルのエステル部分を構成するアルキル基乃
至はアルケニル基としては、オレイルアルコール、ステアリルアルコール、ベヘニルアル
コール、ラウリルアルコール、リノレイルアルコール等の通常の高級アルコールの他、ダ
イマージリノレイルアルコールなどの、不飽和アルコール２分子が重合したダイマージオ
ールから誘導されるものなどが好ましく例示できる。これらの内ではダイマージオールが
特に好ましく例示できる。かかるアルコール残基についても水素添加されていても良い。
この様なダイマー酸のジエステルは、多くのものが化粧料用の原料として市販されている
。この様な市販品のうち、特に好ましいものは、ダイマー酸硬化ヒマシ油である「リンカ
スターＤＡ－Ｈ」（高級アルコール工業株式会社製）、ダイマー酸エステルである「プラ
ンドゥールＳ」（日本精化株式会社製）、ダイマージリノール酸ダイマージリノレイルで
ある「ラスプランＤＤ－ＤＡ７」（日本精化株式会社製）、ダイマージリノール酸イソス
テアリル／フィトステリルである「ラスプランＰＩ－ＤＡ」（日本精化株式会社製）等が
好適に例示でき、これらの内では、ダイマージリノール酸ダイマージリノレイルが特に好
適に例示できる。本発明のクレンジング化粧料においては、かかるダイマー酸のジエステ
ルは唯一種を含有することも出来るし、二種以上を組み合わせて含有させることも出来る
。本発明のクレンジング化粧料における、ダイマー酸のジエステルの含有量は、総量で、
クレンジング化粧料全量に対して、１０～５０質量％であり、好ましくは２５～４５質量
％である。この量範囲において、適度な粘着性と脂質溶解性とをクレンジング化粧料に付
与することが出来る。かかる成分は角栓の付着因子となっている脂肪酸などの脂質を溶解
するとともに、その粘性により毛穴に充填されている角栓構成成分を擦過に際して引き出
す効果を有する。又、極性汚れをマトリックスとして溶解離脱せしめる作用にも優れるた
め、本発明のクレンジング化粧料にクレンジング効果を付与する。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　（２）本発明のクレンジング化粧料の必須成分であるポリオキシエチレン脂肪酸グリセ
リル
　本発明のクレンジング化粧料は、ポリオキシエチレン脂肪酸グリセリルを必須成分とし
て含有する。かかるポリオキシエチレン脂肪酸グリセリルを構成するポリオキシエチレン
基における、オキシエチレンの好ましい平均付加モル数は、５～３０であり、より好まし
くは６～２５である。又、かかる脂肪酸残基はポリオキシエチレンが付加したグリセリル
基の３つ水酸基の内の１個のみに付加することも出来る、２個乃至は３個に付加すること
も出来る。好ましい形態は、１付加物、２付加物及び３付加物から選択される２種以上を
含む形態である。又、ポリオキシエチレン脂肪酸グリセリルを構成する脂肪酸残基として
は、直鎖、分岐、不飽和を有するものの何れもが使用可能であり、例えば、ラウロイル基
（ラウリン酸残基）、ミリストイル基（ミリスチン酸残基）、パルミトイル基（パルミチ
ン酸残基）、ステアロイル基（ステアリン酸残基）、ベヘノイル基（ベヘン酸残基）、イ
ソステアロイル基（イソステアリン酸残基）、イソオクタノイル基（イソオクタン酸残基
）、オレオイル基（オレイン酸残基）等が好適に例示される。これらの中で好ましいもの
は分岐脂肪酸残基であり、イソステアリン酸残基が特に好ましく例示できる。又、生物由
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来の油脂を加水分解して得られる炭素鎖に分布を有する脂肪酸組成物を用いて誘導された
ものを用いることも出来る。この様な脂肪酸組成物の例としては、例えば、ヤシ油由来の
脂肪酸組成物、牛脂由来の脂肪酸組成物、パーム核油由来の脂肪酸組成物、大豆油由来の
脂肪酸組成物、トウモロコシ油由来の脂肪酸組成物等が例示でき、これらの中ではヤシ油
脂肪酸残基が特に好ましい。これらポリオキシエチレン脂肪酸グリセリルには、既に化粧
料原料として市販されているものが存し、それらを購入して利用することも出来る。好ま
しい市販品としては、例えば、ポリオキシエチレン（２０）トリイソステアリン酸グリセ
リルである「エマレックスＧＷＩＳ－３２０」（日本エマルジョン株式会社製）、ポリオ
キシエチレン（２０）モノイソステアリン酸グリセリルである「エマレックスＧＷＩＳ－
１２０」（日本エマルジョン株式会社製）、ポリオキシエチレン（７）（カプリル・カプ
リン酸）グリセリルである「セチオールＨＥ－８１０」（コグニスジャパン株式会社製）
等が存する。本発明のクレンジング化粧料では、かかる成分を唯一種含有することも出来
るし、二種以上を組み合わせて含有することも出来る。本発明のクレンジング化粧料に於
いては、かかる成分は、汚れと本発明のクレンジング化粧料の油脂成分が作り出すマトリ
ックスを、肌より水媒体中へ速やかに離脱移行させる作用を有する。この為、本発明のク
レンジング化粧料は、角栓除去化粧料として用いた場合、水洗により、汚れと化粧料のマ
トリックスを、乃至は角栓、皮脂と化粧料のマトリックスを速やかに水性担体中へ分散せ
しめ、ウォッシュオフ機能を付加せしめる作用を有する。この様な作用を発揮するために
は、前記ポリオキシエチレン脂肪酸グリセリルの配合量は、０．１～１０質量％が好まし
く、３～７質量％がより好ましい。これは、この範囲において前記効果を奏し、且つ刺激
発現が認められないからである。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　（３）本発明のクレンジング化粧料
　本発明のクレンジング化粧料は、前記必須成分を含有し、角栓の除去機能を有すること
を特徴とする。本発明のクレンジング化粧料は、通常使用されている化粧料の剤形を特段
の制限なく、取ることが出来る。この様な剤形としては、例えば、ローション剤形、エア
ゾル剤形、乳化剤形、オイルゲル剤形、二層剤形などが好適に例示でき、乳化剤形がより
好ましく、中でも水中油乳化剤形が特に好ましい。これは角栓の構成成分が油性成分のみ
ならず、水性成分も含有し、一種のマトリックスを形成しているためである。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　本発明のクレンジング化粧料は、前記必須成分以外に、通常化粧料で使用される任意成
分を含有することが出来る。この様な任意成分としては、例えば、マカデミアナッツ油、
アボガド油、トウモロコシ油、オリーブ油、ナタネ油、ゴマ油、ヒマシ油、サフラワー油
、綿実油、ホホバ油、ヤシ油、パーム油、液状ラノリン、硬化ヤシ油、硬化油、モクロウ
、硬化ヒマシ油、ミツロウ、キャンデリラロウ、カルナウバロウ、イボタロウ、ラノリン
、還元ラノリン、硬質ラノリン、ホホバロウ等のオイル、ワックス類；流動パラフィン、
スクワラン、プリスタン、オゾケライト、パラフィン、セレシン、ワセリン、マイクロク
リスタリンワックス等の炭化水素類；オレイン酸、イソステアリン酸、ラウリン酸、ミリ
スチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、ベヘン酸、ウンデシレン酸等の高級脂肪酸類；
セチルアルコール、ステアリルアルコール、イソステアリルアルコール、ベヘニルアルコ
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ール、オクチルドデカノール、ミリスチルアルコール、セトステアリルアルコール等の高
級アルコール等；イソオクタン酸セチル、ミリスチン酸イソプロピル、イソステアリン酸
ヘキシルデシル、アジピン酸ジイソプロピル、セバチン酸ジ－２－エチルヘキシル、乳酸
セチル、リンゴ酸ジイソステアリル、ジ－２－エチルヘキサン酸エチレングリコール、ジ
カプリン酸ネオペンチルグリコール、ジ－２－ヘプチルウンデカン酸グリセリン、トリ－
２－エチルヘキサン酸グリセリン、トリ－２－エチルヘキサン酸トリメチロールプロパン
、トリイソステアリン酸トリメチロールプロパン、テトラ－２－エチルヘキサン酸ペンタ
ンエリトリット等の合成エステル油類；炭酸エチレン、炭酸プロピレン、炭酸ジカプリル
などの炭酸ジエステル；ジメチルポリシロキサン、メチルフェニルポリシロキサン、ジフ
ェニルポリシロキサン等の鎖状ポリシロキサン；オクタメチルシクロテトラシロキサン、
デカメチルシクロペンタシロキサン、ドデカメチルシクロヘキサンシロキサン等の環状ポ
リシロキサン；アミノ変性ポリシロキサン、ポリエーテル変性ポリシロキサン、アルキル
変性ポリシロキサン、フッ素変性ポリシロキサン等の変性ポリシロキサン等のシリコーン
油等の油剤類；脂肪酸セッケン（ラウリン酸ナトリウム、パルミチン酸ナトリウム等）、
ラウリル硫酸カリウム、アルキル硫酸トリエタノールアミンエーテル等のアニオン界面活
性剤類；塩化ステアリルトリメチルアンモニウム、塩化ベンザルコニウム、ラウリルアミ
ンオキサイド等のカチオン界面活性剤類；イミダゾリン系両性界面活性剤（２－ココイル
－２－イミダゾリニウムヒドロキサイド－１－カルボキシエチロキシ２ナトリウム塩等）
、ベタイン系界面活性剤（アルキルベタイン、アミドベタイン、スルホベタイン等）、ア
シルメチルタウリン等の両性界面活性剤類；ソルビタン脂肪酸エステル類（ソルビタンモ
ノステアレート、セスキオレイン酸ソルビタン等）、グリセリン脂肪酸類（モノステアリ
ン酸グリセリン等）、プロピレングリコール脂肪酸エステル類（モノステアリン酸プロピ
レングリコール等）、硬化ヒマシ油誘導体、グリセリンアルキルエーテル、ＰＯＥソルビ
タン脂肪酸エステル類（ＰＯＥソルビタンモノオレエート、モノステアリン酸ポリオキエ
チレンソルビタン等）、ＰＯＥソルビット脂肪酸エステル類（ＰＯＥ－ソルビットモノラ
ウレート等）、ＰＯＥグリセリン脂肪酸エステル類（ＰＯＥ－グリセリンモノイソステア
レート等）、ＰＯＥ脂肪酸エステル類（ポリエチレングリコールモノオレート、ＰＯＥジ
ステアレート等）、ＰＯＥアルキルエーテル類（ＰＯＥ２－オクチルドデシルエーテル等
）、ＰＯＥアルキルフェニルエーテル類（ＰＯＥノニルフェニルエーテル等）、プルロニ
ック型類、ＰＯＥ・ＰＯＰアルキルエーテル類（ＰＯＥ・ＰＯＰ２－デシルテトラデシル
エーテル等）、テトロニック類、ＰＯＥヒマシ油・硬化ヒマシ油誘導体（ＰＯＥヒマシ油
、ＰＯＥ硬化ヒマシ油等）、ショ糖脂肪酸エステル、アルキルグルコシド等の非イオン界
面活性剤類；ポリエチレングリコール、グリセリン、１，３－ブチレングリコール、エリ
スリトール、ソルビトール、キシリトール、マルチトール、プロピレングリコール、ジプ
ロピレングリコール、ジグリセリン、イソプレングリコール、１，２－ペンタンジオール
、２，４－ヘキサンジオール、１，２－ヘキサンジオール、１，２－オクタンジオール等
の多価アルコール類；ピロリドンカルボン酸ナトリウム、乳酸、乳酸ナトリウム等の保湿
成分類；表面を処理されていても良い、マイカ、タルク、カオリン、合成雲母、炭酸カル
シウム、炭酸マグネシウム、無水ケイ酸（シリカ）、酸化アルミニウム、硫酸バリウム等
の粉体類、；表面を処理されていても良い、ベンガラ、黄酸化鉄、黒酸化鉄、酸化コバル
ト、群青、紺青、酸化チタン、酸化亜鉛の無機顔料類；表面を処理されていても良い、雲
母チタン、魚燐箔、オキシ塩化ビスマス等のパール剤類；レーキ化されていても良い赤色
２０２号、赤色２２８号、赤色２２６号、黄色４号、青色４０４号、黄色５号、赤色５０
５号、赤色２３０号、赤色２２３号、橙色２０１号、赤色２１３号、黄色２０４号、黄色
２０３号、青色１号、緑色２０１号、紫色２０１号、赤色２０４号等の有機色素類；ポリ
エチレン末、ポリメタクリル酸メチル、ナイロン粉末、オルガノポリシロキサンエラスト
マー等の有機粉体類；パラアミノ安息香酸系紫外線吸収剤；アントラニル酸系紫外線吸収
剤；サリチル酸系紫外線吸収剤；桂皮酸系紫外線吸収剤；ベンゾフェノン系紫外線吸収剤
；糖系紫外線吸収剤；２－（２’－ヒドロキシ－５’－ｔ－オクチルフェニル)ベンゾト
リアゾール、４－メトキシ－４’－ｔ－ブチルジベンゾイルメタン等の紫外線吸収剤類；
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エタノール、イソプロパノール等の低級アルコール類；ビタミンＡ又はその誘導体、ビタ
ミンＢ6塩酸塩、ビタミンＢ6トリパルミテート、ビタミンＢ6ジオクタノエート、ビタミ
ンＢ2又はその誘導体、ビタミンＢ12、ビタミンＢ15又はその誘導体等のビタミンＢ類；
α－トコフェロール、β－トコフェロール、γ－トコフェロール、ビタミンＥアセテート
等のビタミンＥ類、ビタミンＤ類、ビタミンＨ、パントテン酸、パンテチン、ピロロキノ
リンキノン等のビタミン類等；フェノキシエタノール等の抗菌剤などが好ましく例示でき
る。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　この様な任意成分の内、特に好ましいものはアシル化アミノ酸エステルである。アシル
化アミノ酸エステルの基体となるアミノ酸としては、通常化粧料で使用されているアミノ
酸で有れば特段の限定無く使用することが出来、例えば、アラニン、グリシン、アルギニ
ン、リシン、グルタミン、グルタミン酸、アスパラギン、アスパラギン酸、サルコシン、
メチルアミノプロピオン酸などが例示できる。角栓除去効果を高めるために、特に好まし
いアミノ酸残基はグルタミン酸残基とサルコシン残基である。又、アシル基としては、炭
素数１０～３０のものが好ましく、例えば、オクタノイル基、デカノイル基、ラウロイル
基、ミリストイル基、パルミトイル基、ステアロイル基、ベヘノル基、イソオクタノイル
基、イソステアロイル基、オレオイル基、リノロイル基等が好適に例示できる。角栓除去
効果を高めるために、特に好ましい基はラウロイル基である。アシル化アミノ酸エステル
のエステルを構成する、炭化水素基としては、脂肪族のものが好ましく、脂肪族であれば
不飽和結合を有していても良いし、飽和脂肪族であっても良い。炭素数は２～４０が好ま
しい。具体的には、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、ターシャリーブ
チル基、ヘキシル基、シクロヘキシル基、ヘキセニル基、オクチル基、デカニル基、ラウ
リル基、ミリスチル基、セチル基、ステアリル基、ベヘニル基、イソオクチル基、イソス
テアリル基、ヘキシルデシル基、コレステリル基、フィトステリル基などが好適に例示で
き、イソプロピル基、オクチル基、コレステリル基、フィトステリル基などが好適に例示
できる。前記アシル化アミノ酸エステルは、アミノ酸とアシルクロリドをアルカリの存在
下縮合させ、しかる後に酸やアルカリを触媒とし、アシル化アミノ酸と対応するアルコー
ルを脱水縮合することにより製造することが出来る。アシル化アミノ酸エステルは斯くの
如くに製造することも出来るが、既に化粧料原料として市販されているものも存し、かか
る市販品を購入して利用することも出来る。好ましい市販品としては、例えば、味の素株
式会社から販売されている「エルデュウＳＬ２０５」（Ｎ－ラウロイルサルコシンイソプ
ロピル）や「エルデュウＰＳ２０３」（Ｎ－ラウロイルグルタミン酸ジ（オクチル／フィ
トステリル）、日本エマルション株式会社製の「アミテルＭＡ－ＨＤ」（ミリストイルメ
チルアミノプロピオン酸ヘキシルデシル）等が例示できる。これらは唯一種を含有するこ
とも出来るし、二種以上を組み合わせて含有することも出来る。特に好ましい形態は二種
以上を組み合わせて含有させる形態である。かかる二種以上の組合せとしては、少なくと
も「アミテルＭＡ－ＨＤ」を含有する組合せが好ましく、「エルデュウＳＬ２０５」との
組合せが特に好ましい。前記「アミテルＭＡ－ＨＤ」と「エルデュウＳＬ２０５」との組
合せの場合に於いては、これらの質量比は１０：１～１０：３が特に好ましい。本発明の
クレンジング化粧料に於いては、かかる成分は角栓を構成する脂肪酸を溶解せしめ、毛穴
との接着性を低下させ、角栓が毛穴より離脱しやすい状態に遷移させる作用を発揮する。
本発明のクレンジング化粧料におけるアシル化アミノ酸エステルの好ましい含有量は、総
量で、１～２０質量％であり、より好ましくは２～１０質量％である。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　又、本発明のクレンジング化粧料に於いては、皮脂に対する溶媒効果の高い、炭酸ジエ
ステルを含有することが好ましく、中でも炭酸ジカプリルが特に好適に例示できる。かか
る成分は極性成分、非極性成分ともに溶解する作用に優れ、角栓を毛穴より離脱させる作
用に優れる。かかる成分の好ましい含有量は、総量で化粧料総量に対して、２０～６０質
量％であり、より好ましくは４０～５５質量％である。
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　本発明のクレンジング化粧料は、前記成分を常法に従って処理することにより製造する
ことが出来る。本発明のクレンジング化粧料としては、角栓除去作用を有するクレンジン
グ化粧料に適用することがより好ましい。
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　以下に示す処方に従って、本発明の化粧料である、クレンジング化粧料１を製造した。
即ち、イ、ロの成分をそれぞれ８０℃に加熱、攪拌し、イに徐々にロを加え乳化し、しか
る後に攪拌、冷却し、クレンジング化粧料１を得た。このものは油中水乳化剤形であった
。
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
＜試験例２＞
　クレンジング化粧料１について、角栓除去能の試験を行った。同時に前記比較例１、比
較例２も同様に作成し、これらの評価をした。即ち、３群計１５名のパネラーを用意し、
無作為に１群５名ずつ３群に分け、それぞれの群に前記３種の化粧料を割り付けた。各パ
ネラーは小鼻の部分の右側をサンプルで処理し、クレンジングを行い、温水流でウォッシ
ュオフした。その後、角栓除去シートを用いて小鼻の部分の角栓を固着剥離し、左の小鼻
の部分から採取された角栓の数で右の小鼻の部分から採取された角栓の数を除し、１００
を乗じて、それを１００から減じ、サンプル化粧料による角栓の除去率とした。結果を表
２に示す。これより本発明のクレンジング化粧料は角栓除去効果に優れることが判る。
【手続補正１７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
　クレンジング化粧料１と同様に、下記に示す処方に従って、本発明のクレンジング化粧
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料２を製造した。試験例１に従って評価したところ、色差は０．５１であり、同様の効果
が確認された。
【手続補正１８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
　クレンジング化粧料１と同様に、下記に示す処方に従って、本発明のクレンジング化粧
料３を製造した。試験例１に従って評価したところ、色差は０．７３であり、同様の効果
が確認された。
【手続補正１９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２７】
　クレンジング化粧料１と同様に、下記に示す処方に従って、本発明のクレンジング化粧
料４を製造した。試験例１に従って評価したところ、色差は０．５９であり、同様の効果
が確認された。
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